
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇマーク認定 
に向けた 

研修会開催のご案内 

※ 各回とも研修会の内容は同じです。 

Ｇマーク 

って、 

なんだろう？ 

Ｇマーク 

のメリット？ 

Ｇマーク 

の申請期間って 

いつから？ 
 

Ｇマーク 

の取得って 

難しそう… 
 

Ｇマーク 
の 

インセンティブ？ 

● 開 催 日 時 ● 

2021 

3/18 19 木 金 

13:30 ～ 15:00 
(受付開始 13:00～) 

会 場 中部トラック総合研修センター    

みよし市福谷町西ノ洞 21-127  
定 員 各回 60名  

演 題 

第一部 「安全性優良事業所認定制度(Ｇマーク)  
制度の案内及び認定取得について」    

第二部 「申請手続きから認定までの流れについて」      

 

※ 会員事業者向け 

※2020年度版の申請案内冊子を用いてのご案内となります。 
2021年度申請において、申請方法や内容が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。 

 Ｇマークの認定取得について、 

「疑問・不安」お答えします！ 

●   

 この機会にＧマークを 

「取得」してみませんか？ 

 

●   

新型コロナウイルス感染防止対策により座席数が 

少ないため、1社 1名の参加とさせていただきます。 

※本案内は、当該認定制度の取得を強制するものではありません。 

※インターネットからのお申込みのできない方やご不明な点等が
ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

お申し込み方法 

ご予約は、愛ト協 HP にある下記バナー 

よりお申し込みください。 

若しくは、 

下記 QR コードからも、 
直接お申し込みいただけます。 

本研修会は、 

「Ｇマークの新規認定取得を目指す事業所が対象」 
と、なります。 

※2021 年度申請事業者を対象としたＧマークの手続説明会を、2021 年 5 月に開催を予定しておりますので、 
新規に申請される事業者様におかれましても、奮ってご参加いただきますようご案内申し上げます。 

本研修会は新型コロナウイルス感染防止対策のため分散型の開催としており、座席の間隔を空けての聴講となるため各会場の定員が少なくな
っておりますので、お早めにお申し込みください。 

なお、研修会当日はマスクの着用をお願いします。また、発熱等諸症状のある方は参加をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メリット 1 

メリット 2 

メリット 3 

メリット 4 

メリット 5 

● G マーク制度とは？ 
G マーク制度とは、公益社団法人である全日本トラック協会が認定・交付する「安全性優良事業所認定」のこと

です。これは一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者のうち、とくに輸送の安全について取り組んだ事業者
を評価し、認定するものです。 

 

この認定を受けた事業所は、「安全認定」「安全性優良事業所」の文字が書かれ、「G」の文字をあしらったシンボ
ルマーク入りのステッカーを、認定を受けた事業所が保有する事業用自動車に貼ることが許されます。「G」は Good

（よい）、Glory（繁栄）の頭文字から取ったものです。 

2020 年 12 月 14 日現在、全国には、全事業所数の 31.3％に当たる 2 万 7,065 の安全性優良事業所があります。 

認定事業所数及び認定事業所の車両台数の推移 

2020年 12月 14日現在 

● G マーク制度 認定による 5 つのメリット！ 

事故発生件数の減少 
Gマークの取得は、ドライバーの意識改革につながります。国土交通省の統計では、Gマ

ーク認定を受けた事業所は、受けてない事業所に比べて事故が半数に減っています。 

IT点呼の導入 
対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器によ

る営業所間等での点呼が可能となります。 

安全性優良事業所表彰 
安全性優良事業所の認定を、連続して 10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレ

ベルにある事業所は地方運輸局・運輸支局長から表彰されます。 

助成金の優遇 
都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業について、予算の範囲内で次の優

遇措置が受けられます。 

  ① ドライバー等安全教育訓練促進助成制度 

  ② 安全装置等導入促進助成事業 

損害保険料の割引 
損害保険会社の一部企業では、運送保険等において独自の保険料割引を適用しています。 

その他にも、Gマークの取得をきっかけに、「ドライバーの安全意識の向上」、「荷主や金融機関からの
信頼の確保」、「認定により自社のブランドアップ」等、多くの効果があったとのお声を多数いただいて
おります！ 


